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令和7年第1回市議会（定例会）に次の案件を提出する｡ 
 

令 和 7 年 2 月 1 3 日 

堺市長 永  藤 英 機 

 

議案第 35 号 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第 36 号 堺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第 37 号 堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例 
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議案第 35 号 

 

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

の一部を改正する条例 

 

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（昭和４６年条例第１８号）の一部を

次のように改正する。 

第７条の４第１項中「３歳に満たない」を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別

支援学校の小学部への就学（以下この条において「小学校等就学」という。）の始期に達

するまでの」に改め、同条第２項中「小学校又は義務教育学校の前期課程への就学（以下

この条において「小学校等就学」という。）」を「小学校等就学」に改め、同条第４項中

「３歳に満たない」を「小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部への

就学（以下この条において「小学校等就学」という。）の始期に達するまでの」に、「第

２項中「小学校又は義務教育学校の前期課程への就学（以下この条において「小学校等就

学」という。）の始期に達するまでの子のある職員が、市長の定めるところにより当該子

を養育する」とあり、」を「並びに第２項」に改める。 

第１２条第１項中「定める者」の次に「（第１２条の３において「配偶者等」とい

う。）」を加え、同条第３項中「勤務時間」を「勤務」に改める。 

第１２条の２の次に次の２条を加える。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等） 

第１２条の３ 任命権者は、職員がその配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に

至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又

は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。）その他の事項

を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求又は申出（次条において「請求等」と

いう。）に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければなら

ない。 

２ 任命権者は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の属する年度において、前

項に規定する事項を知らせなければならない。 

３ 任命権者は、職員が第１項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不

利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 
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第１２条の４ 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行われるよ

うにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日以後においてこの条例による改正後の第７条の４第１項の規定に

よる時間外勤務等の制限に関する制度を利用するため、同項の規定による請求（その３

歳から小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部への就学の始期に達

するまでの子を養育するためにするものに限る。）をしようとする職員は、同日前にお

いても、同項の規定の例により、当該請求をすることができる。 
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（議案第 35 号説明資料） 

 

堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第７６号）の一部改正により、育児のための所定外労働の制限の対象となる子の範

囲が拡大されること及び介護離職防止のための仕事と介護との両立に資する制度又は措

置（以下「介護両立支援制度等」という。）に関する周知の強化等が図られることに伴

い、本市における職員の時間外勤務等の制限について見直しを行い、及び介護両立支援

制度等の周知に関する措置等を講ずることとし、所要の改正等を行うものであること。 

 

２ 施行期日 

令和７年４月１日から施行するものであること。 
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議案第 36 号 

 

堺市子ども・子育て支援法に基づく過料に 

関する条例の一部を改正する条例 

 

堺市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例（平成２７年条例第１３号）の一

部を次のように改正する。 

第２条第１号中「法第１３条第１項（」を「法第１０条の５若しくは法第１３条（」に

改め、「。以下この号において同じ」を削り、「法第１３条第１項の」を「これらの」に

改める。 

  

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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（議案第 36 号説明資料） 

 

堺市子ども・子育て支援法に基づく過料に 

関する条例の一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）の一部改正

に伴い、法の規定に基づく過料について定めることとし、所要の改正等を行うものであ

ること。 

 

２ 施行期日 

令和７年４月１日から施行するものであること。 
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議案第 37 号 

 

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の 

一部を改正する条例 

 

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例（平成２０年条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

 (4) 緊急消防援助手当 

第４条第１項中「第６条」を「第７条」に改め、同条第３項各号中「とき。」を「と

き」に改める。 

第５条第１項中「職員」の次に「（次条に規定する手当の支給を受ける職員を除

く。）」を加える。 

 第１１条を第１２条とし、第１０条を第１１条とする。 

第９条第１項中「第３条及び第６条に規定する手当の支給要件」を「この条例に規定す

る特殊勤務手当（その額が日額で定められているものに限る。）の支給要件の２以上」

に、「同条に規定する手当」を「支給要件を満たしている特殊勤務手当のうち、手当の額

が最も高額であるもの」に改め、同条を第１０条とする。 

第８条を第９条とし、第７条を第８条とし、第６条を第７条とし、第５条の次に次の１

条を加える。 

（緊急消防援助手当） 

第６条 緊急消防援助手当は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第４５条第１項

に規定する緊急消防援助隊として災害が発生した地方公共団体に出動し、同法第４４条

第１項に規定する消防の応援等の業務として異常な自然現象若しくは大規模な事故によ

り重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う遭難救助活動等に従事する職員

に支給する。 

２ 前項の手当の額は、従事した日１日につき１，０８０円とする。 

３ 第１項に規定する遭難救助活動等の全部又は一部が、次の各号のいずれかに該当する

場合は、当該各号に定める額（当該各号のいずれにも該当する場合は、第２号に定める

額）を前項に規定する額に加算する。 

(1) 日没時から日出時までの間におけるものであるとき ５４０円 
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(2) 著しく危険な区域（災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）その他の法令等

に基づき立入りの禁止、退去の命令等の措置がなされた区域（第１項に規定する遭難

救助活動等の実施後において、当該活動等に係る災害に関し、当該措置がなされた区

域を含む。）をいう。）におけるものであるとき １，０８０円 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市消防職員の特殊勤務手

当に関する条例の規定は、令和６年９月１日から適用する。 
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（議案第 37 号説明資料） 

 

堺市消防職員の特殊勤務手当に関する条例の 

一部改正について 

 

１ 改正の趣旨 

  緊急消防援助隊として出動した消防職員に対する手当の支給について、令和６年８月

１日付け消防消第２４７号、消防広第１８８号消防庁消防・救急課長、消防庁広域応援

室長通知を踏まえ、国家公務員及び警察職員との待遇面における均衡を図るため、消防

組織法（昭和２２年法律第２２６号）に規定する緊急消防援助隊として出動し、遭難救

助活動等を行った消防職員を対象とする特殊勤務手当を新設することとし、所要の改正

等を行うものであること。 

 

２ 施行期日等 

    公布の日から施行し、この条例による改正後の堺市消防職員の特殊勤務手当に関する

条例の規定は、令和６年９月１日から適用するものであること。 
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